
 

平成 30 年度第 3 回上越市介護保険運営協議会 次第 

 

                    日時：平成 31 年 2 月 14 日（木） 

                        14：00～15：30 

場所：市役所 401 会議室 

 

１ 開会 

 

 

２ 協議 

 

(1)上越市認知症施策総合戦略（上越市版オレンジプラン）（案）の策定に  

ついて 

 

 

(2)平成31年度事業について 

①介護認定審査会合議体数の見直しについて 

②消費税率10％への引上げに合わせた低所得者の介護保険料の軽減強 

化について 

③ふれあいランチサービス事業の見直し・拡充について 

 

 

(3)その他 

 

３ 閉会 



















































 

     

２ 平成 31年度事業について 

(1)介護認定審査会合議体数の見直しについて 

 

【現行】 

（1）介護認定審査会委員定数（介護保険条例第 6条）        ( )は内数で無任所数 

任期（2年） 保健分野 
医療分野 

（歯科医師含） 
福祉分野 計 合議体数 

平  均 

認定日数 

平成 29年 4 月 1日から 

平成 31年 3月 31日まで 

40人 

（10） 

57人 39人 

（7） 

136人

（17） 
24 38.3日 

 

（2）審査会の法令要件 

 ○合議体数は市が必要と認める数を設置（介護保険法施行令第５条） 

○合議体の委員の定数は、5人（上越市介護認定審査会会議運営要綱第３条） 

○審査件数の上限は、25件（介護認定審査会及び合議体の設置運営要領） 

○医師委員（歯科医師除く）は、1合議体に 2人所属し、1人ずつ交代で出席（介護認定審査会及び合

議体の設置運営要領） 

○定足数は、3人（介護認定審査会及び合議体の設置運営要領） 

 

【平成 31年度以降】 

○今後の申請件数等の見込みに基づく必要合議体数 

区分 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 

申請件数① 

（認定者数の 9割） 
11,152 11,524 11,272 11,739 11,894 12,015 12,083 

審査件数②＝①×0.99 11,040 11,409 11,159 11,622 11,776 11,895 11,962 

審査会開催日数③ 100 101 102 97 97 101 100 

1 日の必要合議体数④ 

②/③÷23件※1 4.8 4.9 4.7 5.2 5.3 5.1 5.2 

月平均開催日数⑤＝③/12 8.3 8.4 8.5 8.1 8.1 8.4 8.3 

必要合議体数⑥ 

④×⑤÷2（※22週間に 1回） 
19.9 20.6 20.0 21.1 21.5 21.4 21.6 

 

・第 7期介護保険事業計画で推計した今後の認定者数を基に審査件数を見込んだところ、平成 30年度以

降は高齢者人口の増加と共に徐々に審査件数は増えていくと予想されるが、1合議体あたりの審査件数

を 23 件（※1過去 4年平均）とした場合、1 日当たり最大で 5.3合議体（ピーク…H34）が必要であり、

現在のとおり※22 週間に 1 回の合議体開催のサイクルを維持した場合は、22 合議体での運営が可能で

ある。 

・合議体数を 22合議体とした場合、審査会委員数 125人（うち無任所 15人）となる。 

現 行 平成 31年度以降 比較 

合議体数 委員数 合議体数 委員数 合議体数 委員数 

24 136人 22 125人 △2 △11人 

 

資料２ 



 

 

(2)消費税率 10％への引上げに合わせた低所得者の介護保険料の軽減強化について 

 

 
①趣旨 

  本年 10月からの消費税率 10％への引上げに伴う国の低所得者に対する介護保険料軽減強化に

合わせ、市町村民税非課税世帯全体に対象（第 1～第 3段階）を広げ、負担軽減を図る。 

 

②これまでの経緯（現行） 

⑴ 国は、消費税による公費を投入して低所得者の介護保険料の軽減強化を平成 27年 4月から 

一部実施した。 

⑵ 当市では、国の軽減幅に合わせ、第 1段階の本人負担割合を 0.4から 0.35（△0.05）に軽 

減した。 

 

③今回の軽減強化（平成 31年 4月 1日予定） 

⑴ 国は、平成 31年 10月の消費税率 10％への引上げに合わせて、市町村民税非課税世帯全体を 

対象（第 1～第 3段階）に広げ、軽減強化を行うこととしている。 

 なお、介護保険料の賦課が年度単位であることから、平成 31年度については、平成 32年度 

以降の完全実施時における軽減幅の 2分の 1に設定することとしている。 

⑵ 当市では、低所得者の負担軽減に最大限配慮し、「一部実施」の時と同様に、国の軽減幅の 

上限まで減じた本人負担割合としている。 

具体的には、保険料基準年額（77,800円）に対する負担割合等は下表のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
第 1段階 

（6,992人、11.4％） 

第 2段階 

（4,500人、7.3％） 

第 3段階 

（4,592人、7.5％） 

軽減前 0.4   (31,200円) 0.51  (39,700円) 0.56  (43,600円) 

現行（一部実施済） 0.35  (27,300円) － － 

平成 31年度(軽減幅 1/2) 0.275 (21,400円) 0.385 (30,000円) 0.535 (41,700円) 

平成 32年度(完全実施) 0.2   (15,600円) 0.26  (20,300円) 0.51  (39,700円) 

※市議会 3月定例会の議決後に決定します。 
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0.56

0.535 　　　　　　　　0.56→0.535

0.51 　　　　　　　　0.535→0.51

：現行負担割合 　　　　　　　　0.51→0.385

：平成31年度負担割合

0.40

0.385 　　　　　　　　0.4→0.35

0.35 　　　　　　　　0.385→0.26

　　　　　　　　0.35→0.275

0.275

0.26 　　　　　　　　0.275→0.2

0.20

第1段階 第2段階 第3段階
・世帯全員が非課税かつ ・世帯全員が非課税かつ ・世帯全員が非課税かつ
　課税年金収入及び合計所得 　課税年金収入及び合計所得 　課税年金収入及び合計所得
　金額の合計額が80万円以下 　金額の合計額が120万円以下 　金額の合計額が120万円を
　の人 　の人 　超える人
・生活保護者
・老齢福祉年金受給者

平成27年4月：一部実施

平成31年4月：1/2実施

平成32年4月：完全実施

     

資料３－２ 
【低所得者の保険料の公費軽減割合】 



※介護保険料の賦課が年度単位であることから、平成 31 年度については、平成

32 年度以降の完全実施時における軽減幅の 2 分の 1 に設定し、12 か月で実施。 

段階 
負担割合 

軽減 

 

所得段階の要件 
負担 

割合 

保険料 

年額(円) 

第 1 段階 

軽減前 

生活保護者及び老齢福祉年金受給者または課税

年金収入額及び合計所得金額の合計額が 80 万

円以下で市民税世帯非課税の人 

0.40 31,200 

一部実施 

(平成 27 年 4 月) 
0.35 27,300 

軽減幅 1/2 

（平成 31 年度） 
0.275 21,400 

完全実施 

（平成 32 年度） 
0.20 15,600 

第 2 段階 

軽減前 

市民税世帯非課税かつ第１段階の対象者以外で

課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が

120 万円以下の人 

0.51 39,700 

軽減幅 1/2 

（平成 31 年度） 
0.385 30,000 

完全実施 

（平成 32 年度） 
0.26 20,300 

第 3 段階 

軽減前 

市民税世帯非課税かつ第１段階の対象者以外で

課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が

120 万円を超える人 

0.56 43,600 

軽減幅 1/2 

（平成 31 年度） 
0.535 41,700 

完全実施 

（平成 32 年度） 
0.51 39,700 

第 4 段階 

市民税非課税で課税年金収入額及び合計所得金

額の合計額が 80 万円以下の人（世帯内に市民

税課税者がいる場合） 

0.92 71,600 

第 5 段階（基準額） 

市民税非課税で課税年金収入額及び合計所得金

額の合計額が 80 万円を超える人（世帯内に市

民税課税者がいる場合） 

1.00 77,800 

第 6 段階 市民税課税で合計所得金額が 50 万円未満の人 1.15 89,500 

第 7 段階 
市民税課税で合計所得金額が 50 万円以上 125

万円未満の人 
1.20 93,400 

第 8 段階 
市民税課税で合計所得金額が 125 万円以上 160

万円未満の人 
1.34 104,300 

第 9 段階 
市民税課税で合計所得金額が 160 万円以上 200

万円未満の人 
1.35 105,100 

第 10 段階 
市民税課税で合計所得金額が 200 万円以上 250

万円未満の人 
1.65 128,400 

第 11 段階 
市民税課税で合計所得金額が 250 万円以上 350

万円未満の人 
1.95 151,800 

第 12 段階 
市民税課税で合計所得金額が 350 万円以上 500

万円未満の人 
2.25 175,100 

第 13 段階 
市民税課税で合計所得金額が 500 万円以上 700

万円未満の人 
2.60 202,300 

第 14 段階 
市民税課税で合計所得金額が 700 万円以上 900

万円未満の人 
2.70 210,100 

第 15 段階 市民税課税で合計所得金額が 900 万円以上の人 2.80 217,900 

 

【参考】介護保険料一覧 
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(3)ふれあいランチサービス事業の見直し・拡充について 

 

 

①事業見直し・拡充の概要 

ひとり暮らし高齢者等が健康で自立した生活ができるよう、バランスのとれた食事を

提供するとともに、安否確認を行う「ふれあいランチサービス事業」について、平成 31

年 4 月から、事業の効率的な実施体制に見直しするとともに、全市域において、「毎日の

配食と見守り」サービスが提供できる体制を整え、サービスの均一化を図る。 

〔実施日〕 

地区 現行 平成 31年度 

安塚区・浦川原区・大島区・大潟区・

頸城区・吉川区・中郷区・板倉区 

月～金曜日 

(祝日を除く週 5 日) 

月～日曜日 

(祝日を含む週 7 日) 

牧区・三和区 
月～木曜日 

(祝日を除く週 4 日) 

清里区 
月・木曜日 

(祝日を除く週 2 日) 

名立区 
月～土曜日 

(祝日を除く週 6 日) 

合併前 15 区・柿崎区 
月～日曜日 

(祝日を含む週 7 日) 

また、この見直しにあわせて、実施日を拡充する 12 区について、公募により委託事業

者を選定した結果、地区担当の委託事業者が変更となる。 

 

②自己負担金の改定について 

平成 31 年 10 月からの消費税率 10％への引上げを反映する。 

区分 平成 31 年 9 月 30 日まで 平成 31 年 10 月 1 日以降 

ごはんセット 400円 407円 

おかずのみ 300円 305円 
 

③利用者への周知について 

ふれあいランチサービス利用に当たり、アセスメント（心身の状況や家庭環境の分析、

配食希望等）を実施する地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所を通じて、1 月

下旬から、現利用者に対して、事業の見直し・拡充内容の周知と配食希望曜日の追加変

更等の調整と手続きを行っている。 

また、今後、当該 12 区での新規利用申請におけるアセスメントの際には、平成 31 年

4月からの制度の内容について案内することとしている。 

＜今後の主なスケジュール＞ 

・利用希望変更届の提出（2月実施） 

・新委託事業者への引き継ぎ（3 月実施） 

・広報上越、市ホームページへの掲載（4 月 1 日） 

※市議会 3月定例会の議決後に決定します。 

資料４ 


